
防災指針第7章

1背景・ 目的

2防災指針について

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

防
災
指
針

参考資料

49



50

　 近年、地球温暖化に伴い台風や大雨による 水災害等の自然災害が頻発・ 激甚化しており 、災害リ スク

を踏まえた災害に強いまちづくり の重要性が高まっていま す。立地適正化計画においては、災害リ スク

を 踏まえた居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定や災害に強いまちづくり と コ ンパクト・ プラ ス・

ネット ワーク のまちづくり を併せて進めること が重要です。

　 一方で、様々な災害のう ち、洪水、雨水出水、高潮による 浸水エリ アは広範囲に及び、既に市街地が形

成さ れていること も 多いこと から 、こ の範囲を居住誘導区域から 全て除くこと は現実的に困難であるこ

と も 想定さ れま す。こ のため、居住誘導区域における 災害リ スク をできる 限り 回避ある いは低減さ せる

ため、必要な防災・ 減災対策を計画的に実施していくこと が求めら れます。

　 こ のよう な状況の中、令和2年に都市再生特別措置法が改正さ れ、災害リ スク を踏まえた課題を抽出

し 、居住や都市機能を図る 上で必要と なる 都市の防災に関する 機能を確保する ための「 防災指針」を定

めることと さ れまし た。

背景・ 目的1

＜参考＞

・ 都市再生特別措置法　 第81条　 第2項

　 立地適正化計画には、その区域を記載する ほか、おおむね次に掲げる 事項を記載する も のと する

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5 居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図る ため

の都市の防災に関する 機能の確保に関する 指針(以下こ の条において「 防災指針」と いう 。)に関する 事項

6 第二号若しく は第三号の施策、第四号の事業等又は防災指針に基づく 取組の推進に関連して必要な事項

防災指針について2
本計画においては、「 浜松市防災都市づくり 計画」を

「 防災指針」として位置付けていま す。

　「 浜松市防災都市づくり 計画」では、各災害リ スク に対

する 課題等を 整理し 、基本的な 方針や効果的な 施策を

示し 、災害に強い都市の実現を目指し ま す。
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「 浜松市防災都市づくり 計画」
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